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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年10月4日(2012.10.4)

【公表番号】特表2012-503847(P2012-503847A)
【公表日】平成24年2月9日(2012.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2012-006
【出願番号】特願2011-528182(P2011-528182)
【国際特許分類】
   Ｆ２１Ｖ   7/04     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｖ   7/04    　　　　
   Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月15日(2012.8.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）と、外部光（４）に対する少なくとも１
つのシールド（３）とを備える光電子構成素子（１０）であって、
　前記発光ダイオードチップ（１）は、光電子構成素子の駆動時に電磁光線（２）を放射
し、
　前記シールド（３）は、発光ダイオードチップ（１）を部分的にだけ側方に取り囲み、
　少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）を側方に完全に取り囲む反射器壁または
吸収壁（３０）を備え、
　端子支持体（２０）を備え、該端子支持体（２０）上には少なくとも１つの発光ダイオ
ードチップ（１）が少なくとも直接的に固定されており、該端子支持体（２０）を介して
少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）が電気接続されており、
　各シールド（３）は、前記光電子構成素子（１０）のコンポーネント（２０，３０，４
０，５０）と一体的に構成されており、
　前記反射器壁または吸収壁（３０）は不均等な高さ（Ｈ）を有し、
　前記少なくとも１つのシールド（３）は、残りの反射器壁または吸収壁（３０）よりも
高く形成されている反射器壁または吸収壁（３０）のシールド領域（３３）によって少な
くとも部分的に形成されており、
　前記反射器壁または吸収壁（３０）は、少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）
のためのレンズ（３１，５０）内に配置されており、
　前記端子支持体（２０）は導体路基板であり、該導体路基板は電気絶縁性の基体を有し
、該基体内に、または該基体上に少なくとも１つの電気接続箇所および導体路が構造化さ
れており、
　前記反射器壁または吸収壁（３０）は、前記電気絶縁性の基体と一体的に形成されてい
る光電子構成素子。
【請求項２】
　少なくとも１つのシールド（３）が、端子支持体（２０）のシールド領域（２３）によ
り少なくとも部分的に形成されている請求項１記載の光電子構成素子。
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【請求項３】
　前記端子支持体（２０）は湾曲部（２４）を有し、該湾曲部は前記端子支持体（２０）
の前記シールド領域（２３）を残りの端子支持体（２０）と接続する請求項１または２記
載の光電子構成素子。
【請求項４】
　前記シールド領域（２３）と前記残りの端子支持体（２０）は、１１０゜以下の角度（
α）を互いになす請求項２または３記載の光電子構成素子。
【請求項５】
　前記反射器壁または吸収壁（３０）は、少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）
のための鋳込み材料（２１）に埋め込まれている請求項１記載の光電子構成素子。
【請求項６】
　空洞部（４１）を有するハウジング本体（４０）を備え、該空洞部（４１）には少なく
とも１つの発光ダイオードチップ（１）が配置されており、
　前記少なくとも１つのシールド（３）が、前記ハウジング本体（４０）のシールド領域
（４３）によって少なくとも部分的に形成されている請求項１から５までのいずれか１項
記載の光電子構成素子。
【請求項７】
　前記シールド領域（４３）は、残りのハウジング本体（４０）とともに射出成形、また
はトランスファー成形されている請求項１から６までのいずれか１項記載の光電子構成素
子。
【請求項８】
　少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）のためのレンズ（３１，５０）を有し、
　前記少なくとも１つのシールド（３）が、前記レンズ（３１，５０）のシールド領域（
５３）により少なくとも部分的に形成されている請求項１から７までのいずれか１項記載
の光電子構成素子。
【請求項９】
　前記レンズ（３１，５０）はシールド領域（５３）では、偏光性、吸収性および／また
は反射性に構成されている請求項１から８までのいずれか１項記載の光電子構成素子。
【請求項１０】
　前記シールド（３）は、少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１）に向いた側の少
なくとも反射領域（６）においては、前記発光ダイオードチップ（１）により前記光電子
構成素子の駆動時に形成された電磁光線（２）に対して反射性に構成されている請求項１
から９までのいずれか１項記載の光電子構成素子。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのシールド（３）は、少なくとも１つの発光ダイオードチップ（１
）に向いた側の少なくとも吸収領域においては、前記発光ダイオードチップ（１）により
前記光電子構成素子の駆動時に形成された電磁光線（２）に対して吸収性に構成されてい
る請求項１から１０までのいずれか１項記載の光電子構成素子。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのシールド（３）は湾曲部（５）を有する請求項１から１１までの
いずれか１項記載の光電子構成素子。
【請求項１３】
　前記シールド（３）は、光電子構成素子の光線出射面（８）の周囲に雨水を巡らすよう
に構成されている請求項１から１２までのいずれか１項記載の光電子構成素子。
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